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平成２１年第２回群馬県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

◎会期  １日：平成２１年８月２６日（水曜日） 

 

◎会場  前橋市元総社町３３５番地８ 群馬県市町村会館２階 大会議室 

 

◎議事日程 第１号 

日程第１ 議席の指定 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 報告第１号 平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者 

医療特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第５ 承認第５号 平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者 

医療特別会計補正予算（第２号）の専決処分について 

日程第６ 認定第１号 平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳 

入歳出決算の認定について 

日程第７ 認定第２号 平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者 

医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第８ 議案第１８号 群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨  

時特例基金条例の一部を改正する条例について  

日程第９ 議案第１９号 平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計  

補正予算（第２号）  

日程第１０ 議案第２０号 平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高  

齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

◎本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第１０まで 

 副議長辞職の件 

 副議長の選挙 

◎出席議員（１７名） 

１番 中 島 資 浩     ２番 井 下 雅 子 

３番 田 中 治 男     ４番 清 水 真 人 

５番 幾 井 俊 雄     ６番 須 永 武 久 

７番 高 橋 美 博     ８番 布 施 辰二郎 

９番 高 山 吉 右    １１番 堀 口 昌 宏 
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１２番 大 手 治 之    １３番 田 中 伸 一 

１４番 藤 生 英 喜    １５番 石 川 眞 男 

１６番 青 木 一 次    １７番 山 田 光 次 

１８番 傳 田 創 司 

     

◎欠席議員（１名） 

１９番 相 場 一 夫     

 

◎説明のため出席した者 

広 域 連 合 長  松 浦 幸 雄   監 査 委 員  髙 地 康 男 

事 務 局 長  岩 佐 信 一   事 務 局 次 長  志 村 正 彦 

管 理 課 長  須 田 利 秀   給 付 課 長  新 井 敏 彦 

会 計 課 長  谷 津 浩 司 

 

◎職務のため出席した広域連合事務局職員 

  議会書記長  信 澤 和 秀    議 会 書 記  吉 沢   貴 

  議 会 書 記  小 林 洋 行    主 任  林   寛 昭 

  主   幹  栗 田 英 明    主   幹  飯 塚 正 芳 

  主   幹  藤 田 明 弘    主   幹  榊 原 昭 博     

    

 

◎開     会 

午後１時３１分 

○ 議長（高山吉右君） 

 ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しております。 

 これより平成２１年第２回群馬県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたし

ます。 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしました第１号のとおりであります。 

 

 

◎開     議 

○ 議長（高山吉右君） 

直ちに本日の会議を開きます。本日の欠席通告者は、１９番相場一夫君であります。 
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◎諸 般 の 報 告 

○ 議長（高山吉右君） 

 議事日程に入る前に、議会書記から諸般の報告をいたさせます。 

○ 議会書記（吉沢貴君） 

５月の第１回臨時会以降の諸報告を申し上げます。 

初めに、広域連合議員の異動について申し上げます。 

広域連合議員の辞職についてですが、前橋市の立見議員、町田議員、桐生市の佐藤

議員、選挙区分１６の川場村の砂山議員であります。 

広域連合議員の当選についてですが、前橋市の中島資浩議員、井下雅子議員、桐生

市の幾井俊雄議員、藤岡市の堀口昌宏議員、選挙区分１６のみなかみ町の傳田創司議

員、選挙区分１７の邑楽町の相場一夫議員であります。 

広域連合議員の失職についてですが、渋川市の都丸議員は、渋川市議会議員を辞職

されましたので、失職となりました。 

次に、監査委員から、平成２１年３月分から５月分までの現金出納検査の結果報告

がありましたので、写しをお手元に配布しておきましたから、御了承願います。   

また、本定例会の説明員として、地方自治法第１２１条の規定により、広域連合長

等執行部のほか、髙地監査委員の出席を求めておりますので、御了承願います。以上

でございます。 

 

 

◎議 席 の 指 定 

○ 議長（高山吉右君） 

日程第１、議席の指定を行います。 

今回新たに選出されました広域連合議会議員の議席については、ただいま御着席の

議席を指定いたします。 

 

 

◎会議録署名議員の指名 

○ 議長（高山吉右君） 

次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に、１番中島資浩議員、２番井下雅子議員、以上の２名を指名いた

します。 
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◎会 期 の 決 定 

○ 議長（高山吉右君） 

次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期を、本日１日間といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決まりました。 

 

 

◎繰越明許費繰越計算書の報告 

○ 議長（高山吉右君） 

次に、日程第４、報告第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題といたします。 

提出者からの説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（松浦幸雄君） 

御苦労様でございます。報告第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算書について」、御報告を申し上げます。  

本件は、平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正

予算（第５号）において、後期高齢者医療運営事業１，６６２万２千円を繰越明許費

として設定をし、繰越計算書のとおり、平成２１年度に繰り越しましたので、報告す

るものでございます。以上でございます。 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま提出者からの説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、質疑を終わります。 

以上で、報告第１号を終わります。 

 

 

◎専決処分の承認について 

○ 議長（高山吉右君） 



 - 5 -

次に、日程第５、承認第５号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）の専決処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（松浦幸雄君） 

ただいま上程となりました承認第５号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連

合 後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の専決処分について」、提案理由の御

説明を申し上げます。 

お手元の議案書、３ページを御覧をいただきたいと思います。 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をさせていただいた補正予

算でございまして、同条第３項の規定により御報告をし、御承認をお願いするもので

ございます。 

 詳細につきましては事務局から説明をさせますが、よろしく御審議の上、御承認を

賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○ 議長（高山吉右君） 

 事務局長。 

○ 事務局長（岩佐信一君） 

承認第５号、平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）の専決処分につきまして、御説明を申し上げます。 

お手元の議案書、１０ページ及び１１ページを御覧ください。 

補正予算の内容は、歳入歳出予算の総額１,８４１億８,３６３万円に、それぞれ１

０億６０３万円を追加し、１,８５１億８,９６６万円とするものでございます。 

それでは、歳入歳出予算の補正内容につきまして、事項別明細書により御説明を申

し上げます。 

１６ページ及び１７ページを御覧ください。まず、歳入でございます。８款１項１

目「繰越金」は、平成２０年度決算に伴う繰越金であり、１０億６０３万円を追加す

るものでございます。歳入につきましては、以上でございます。 

１８ページと１９ページを御覧ください。歳出につきまして、御説明申し上げます。 

８款１項２目「償還金」は、社会保険診療報酬支払基金が各保険者から徴収する若年

層からの支援金であります支払基金交付金にかかる返還金でありまして、平成２０年

度の交付額確定に伴い、既に交付された額が、確定額を上回ったため、当該超過額を

返還に見込み、１０億６０３万円を追加するものでございます。 

この予算の補正につきましては、医療給付実績額の確定後、７月１７日付けで支払

基金から交付金額の確定通知及び返還金請求書が送付され、納付期限が８月１４日で

あって急施を要したことから、平成２１年８月４日付けで専決処分をさせていただき
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ました。 

以上、地方自治法第１７９条第３項の規定により専決処分を御報告し、議会の御承

認をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、質疑を終わります。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、討論を終わります。 

これより、承認第５号を採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、本案はこれを承認することに決しました。 

 

 

◎決算認定議案の上程 

○ 議長（高山吉右君） 

次に、日程第６、認定第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算の認定について」及び日程第７、認定第２号「平成２０年度群馬県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」の２件

を一括して議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（松浦幸雄君） 

ただいま一括上程となりました、認定第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療

広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について」及び認定第２号「平成２０年度群馬

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、御

説明を申し上げます。 

それでは、議案書の２８ページ及び２９ページを御覧をいただきたいと思います。

平成２０年度の一般会計決算額でございますが、歳入総額は１５億５２２万１，０８
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７円でございます。 

次に、３０ページ及び３１ページを御覧をいただきたいと思います。歳出総額は、

１４億５，４８６万２６５円でございます。 

この結果、歳入歳出差引残額は５，０３６万８２２円となりました。このうち、地

方自治法第２３３条の２の規定により、２，６００万円を財政調整基金へ積み立てを

いたしましたので、２，４３６万８２２円が翌年度への繰越金となるものでございま

す。 

続きまして、特別会計について御説明申し上げます。議案書の４６ページ及び４７

ージを御覧をいただきたいと思います。平成２０年度の特別会計決算額でございます

が、歳入総額は１，５６６億１，１３２万６００円でございます。 

次に、４８ページ及び４９ページを御覧をいただきたいと思います。歳出総額は、 

１，４７８億８，９１０万２，２０１円でございます。 

この結果、歳入歳出差引残額は、８７億２，２２１万８，３９９円となりました。

このうち、地方自治法第２３３条の２の規定により、１０億円を医療給付費等準備基

金へ積み立てをいたしましたので、７７億２，２２１万８，３９９円が翌年度への繰

越金となるものでございます。 

なお、決算の詳細につきましては事務局から説明をさせますが、よろしく御審議の

上、御認定を賜りますようお願いを申し上げます。 

○ 議長（高山吉右君） 

事務局長。 

○ 事務局長（岩佐信一君） 

 認定第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の

認定について」及び認定第２号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、御認定いただくにあたり、決算の大

要について主なものを御説明申し上げ、御審議の参考にしていただきたいと存じます。 

まず、認定第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算の認定について」、御説明を申し上げます。 

平成２０年度の議会運営は定例会２回、臨時会１回を開催いたしまして、後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例などのほか、平成２０年度補正予算、平成

２１年度当初予算などを御審議いただきました。 

また、広域連合行政の効率的な運営を図るため、委員、職員の適正な人事管理及び

執務環境の改善に努めました。 

また、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、平成２１年度の特例措置とし

て実施いたします、被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料の軽減措置の延
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長、平成２１年度の特別対策として実施いたします、所得の低い方に係る保険料の均

等割及び所得割の軽減の財源として措置されました、高齢者医療制度円滑運営臨時特

例交付金を、後期高齢者医療制度臨時特例基金に積み立ていたしました。 

お手元の議案書、３４ページと３５ページ、歳入歳出決算事項別明細書を御覧くだ

さい。 

それでは、歳入について御説明申し上げます。１款「分担金及び負担金」の決算額

は、３５ページの収入済額の欄に記載のとおり、１億２,４６２万３,０１７円でござ

いまして、広域連合規約に基づきます構成市町村からの共通経費に係る負担金でござ

います。 

 続きまして、２款「国庫支出金」でございます。１項１目「保険料不均一賦課負担

金」５５９万７,２５０円は、保険料の不均一賦課に係る国の負担金でございます。２

項２目「高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金」１３億１,９５２万２,７４９円は、

後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、平成２１年度の特別対策として実施し

ております所得の低い方に係る均等割の７割軽減から９割軽減への拡大及び所得割の

５割軽減並びに被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料徴収の激変緩和措置

などに係る財源として、広域連合に基金を造成するための交付金でございます。３款

「県支出金」５５９万７,２５０円は、保険料の不均一賦課に係る県の負担金でござい

ます。４款「財産収入」１２０万４,３５９円は、財政調整基金及び後期高齢者医療制

度臨時特例基金などの運用利子でございます。 

３６ページと３７ページを御覧ください。６款「繰越金」２,４４１万５,２３６円

は、平成１９年度決算による前年度からの繰越金でございます。７款「諸収入」２,

４２６万１,２２６円は、歳計現金の運用による預金利子と雑入でございます。歳入に

つきましては、以上でございます。 

３８ページと３９ページを御覧ください。続きまして、歳出でございます。１款「議

会費」の決算額は、３９ページの支出済額の欄に記載のとおり、６９万４,８１９円で

あり、議員報酬等、議会の運営に係る経費でございます。２款「総務費」は、１億２,

２２４万３,８３８円でございます。主な内訳を申し上げますと、一番右側の備考欄で

すが、１４節の建物賃借料１,３２９万１,１０４円は、広域連合事務局の事務室賃借

料と職員の宿舎３戸分の経費でございます。１９節の市町村負担金９,９４２万２,９

６４円は、一般会計分の市町村職員人件費負担金１２名分でございます。 

４０ページと４１ページを御覧ください。３款「民生費」１,１１９万４,５００円

は、保険料の不均一賦課に係る国及び県からの負担金を特別会計に繰り出したもので

ございます。６款「基金積立金」は、歳入で御説明した高齢者医療制度円滑運営臨時

特例交付金及び基金利子を基金に積み立てたものでございます。７款「予備費」の充
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用はございませんでした。 

一般会計歳入歳出決算につきましては、以上でございます。 

続きまして、認定第２号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、御説明を申し上げます。 

 平成２０年度から、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づきまして、７５歳以

上の方及び６５歳以上の一定の障害のある方を被保険者とする後期高齢者医療制度が

施行されました。制度開始初年度である平成２０年度の事業執行にあたりましては、

旧制度から引き続き、被保険者の医療の確保を図るため、迅速かつ適切な各種医療給

付の実施に努めるとともに、被保険者の健康の保持増進を図るための保健事業などを

実施いたしました。 

 また、財政運営にあたりましては、財政基盤の早期確保を図るため、被保険者資格

の適正な把握による公平、公正な保険料賦課に努めるとともに、県及び保険料の徴収

権者であります市町村と連携し、保険料収入の確保に努めました。 

 さらに、健全な財政運営を図るため、医療費適正化対策として、市町村の人間ドッ

ク助成事業に対する補助や、レセプト点検の充実強化に努めました。 

お手元の議案書、５２ページと５３ページ、歳入歳出決算事項別明細書を御覧くだ

さい。それでは、歳入について御説明を申し上げます。１款「市町村支出金」でござ

います。１項１目「事務費負担金」６億７,２３９万１４円は、特別会計における一般

管理的経費を、共通経費として構成市町村に御負担をいただいたものでございます。

２目「保険料等負担金」１４９億４７２万６,８４２円は、市町村で徴収した保険料１

１８億７,２３６万２,９４８円のほか、所得の低い方及び被用者保険の被扶養者であ

った方の保険料の減額賦課に係る市町村からの負担金であります保険基盤安定負担金

３０億３,２３６万３,８９４円でございます。３目「療養給付費負担金」１２１億９,

８７５万５３８円は、療養の給付等に要する費用などの額の１２分の１を、市町村で

負担したものでございます。 

続きまして、２款「国庫支出金」でございます。１項１目「療養給付費負担金」３

７８億６,１２９万２,５８６円は、療養給付費等の１２分の３に対する国の負担金で

ございます。２目「高額医療費負担金」３億６,１０２万３,５８８円は、被保険者が

受けた療養に係る費用等の８０万円を超える額のうち、保険料で賄うべき部分の４分

の１に対する国の負担金でございます。２項１目「調整交付金」１３２億５,６１２万

９千円は、広域連合間における財政力の不均衡などを調整するため、療養給付費等の

１２分の１について国から交付された普通調整交付金１３２億４,３９４万１千円の

ほか、平成２０年度の特別対策に係る広報や、長寿健康増進事業の実施のため交付さ

れた特別調整交付金１,２１８万８千円でございます。２目「後期高齢者医療制度事業
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費補助金」１億４８８万９,９４６円は、健康診査事業、医療費適正化事業及び特別高

額医療費共同事業に対する補助金でございます。３目「後期高齢者医療制度円滑運営

事業費補助金」７億２,７２１万９３４円は、平成２０年度の特別対策として実施いた

しました所得の低い方に係る均等割の７割軽減から８.５割軽減への拡大及び所得割

の５割軽減のための財源として措置されたものでございます。 

５４ぺージ及び５５ページを御覧ください。続きまして、第３款「県支出金」でご

ざいます。１項１目「療養給付費負担金」１２２億２,５１１万５,８１１円は、療養

給付費等の１２分の１に対する県の負担金でございます。２目「高額医療費負担金」

３億４,０４７万円は、被保険者が受けた療養に係る費用等の８０万円を超える額のう

ち、保険料で賄うべき部分の４分の１に対する県の負担金でございます。４款「支払

基金交付金」６３４億３,３８２万４千円は、支払基金が国民健康保険、被用者保険な

ど現役世代が加入する各保険者から徴収をした広域連合への支援金でございます。５

款「特別高額医療費共同事業交付金」４６０万２,０６７円は、４００万円を超える著

しく高額な医療費のうち、２００万円を超える額について、国民健康保険中央会が各

広域連合からの拠出金により交付金を交付する共同事業からの交付金でございます。 

続きまして、６款「繰入金」でございます。１項１目「一般会計繰入金」１,１１

９万４,５００円は一般会計で受け入れた保険料の不均一賦課に係る国及び県の負担

金を繰り入れたものでございます。 

５６ページ及び５７ページを御覧ください。２項１目「基金繰入金」４億９,６０

９万６５円は平成２０年度の特例措置として実施いたしました被用者保険の被扶養者

であった被保険者に対する保険料の軽減等の経費に係る財源として、後期高齢者医療

制度臨時特例基金からの繰り入れを行ったものでございます。８款「諸収入」１,３６

１万７０９円は、交通事故などの第三者の行為によって発生した医療行為に係る医療

給付費等について、加害者等から収納した第三者納付金１,２９７万９,８９５円のほ

か、雑入及び預金利子でございます。歳入につきましては、以上でございます。 

６０ページ及び６１ページを御覧ください。歳出につきまして、主なものを御説明

申し上げます。まず、１款「総務費」は、６億３７７万７,３０１円でございます。主

な内訳を申し上げますと、備考欄ですが、１１節の印刷製本費１,２８４万５,３８５

円は制度周知用リーフレットなどの作成に係る経費でございます。１２節の通信運搬

費４,８１０万８,７５３円は被保険者に対する医療費のお知らせや、広域連合電算シ

ステムの回線使用料等の経費でございます。手数料２,２６４万１,８３２円は、後期

高齢者健診データの管理に係る経費などでございます。１３節の委託料３億３,３７７

万１２０円は、被保険者証の作成、レセプト点検並びに広域連合電算処理システムの

運用保守などに係る経費でございます。１４節の電算システム賃借料４,４２５万９,
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７５２円は広域連合電算処理システムに係るリース料等でございます。１９節の市町

村負担金９,２４１万７,０８３円は、特別会計に係る市町村職員人件費負担金１２名

分でございます。他団体負担金１,４９１万４千円は、広域連合電算処理システムの改

修共同事業を実施いたします国保中央会への拠出金でございます。後期高齢者医療制

度特別対策補助金２,２８８万３,３８８円は、特別対策に係る市町村の周知・広報や

窓口におけるきめ細かな相談体制を講じる経費並びに人間ドック事業に対する補助金

でございます。 

次に２款「保険給付費」１,４６８億９,４６１万４,７０７円の主な内訳でござい

ますが、１項 1 目「療養給付費」１,４４４億９,１７４万５５５円及び２目「訪問看

護療養費」３億１,９１５万３,２９４円は，被保険者の療養の給付に要した費用でご

ざいます。 

６２ページ及び６３ページを御覧ください。１項５目「審査支払手数料」４億７,

２１２万５,９６６円は、レセプトの審査及び診療報酬の支払いに係る手数料でござい

ます。２項１目「高額療養費」１０億５,３３９万１,７１２円は、被保険者の１ヶ月

あたりの一部負担金の合計額が、自己負担限度額を超えた場合に支給したものでござ

います。３項１目「葬祭費」の支出済額は、５億５,８０５万円でございました。３款

「財政安定化基金拠出金」４,４９８万７千円は、保険料の未納や医療給付の増大等に

よる広域連合財政への影響に対処するための基金を国、県及び広域連合が３分の１ず

つ拠出して県に設置しておりますが、その広域連合負担分でございます。４款１項１

目「特別高額医療費共同事業拠出金」９１２万５,３０４円は、４００万円を超える著

しく高額な医療費のうち、２００万円を超える額について、国保中央会が各広域連合

からの拠出金により交付金を交付する共同事業への拠出金でございます。 

 続きまして、５款「保健事業費」でございます。１項１目「健康診査費」３億３,

６４５万１,２４７円は、市町村に委託して実施いたしました健康診査事業に係る委託

料でございます。 

６４ページ及び６５ページを御覧ください。第９款「予備費」の充用はございませ

んでした。以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御認定賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、質疑を終わります。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、討論を終わります。 

これより、採決を行います。 

はじめに、認定第１号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入

歳出決算の認定について」を採決いたします。 

本案は認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（高山吉右君） 

起立全員です。よって、本案は認定することに決しました。 

次に、認定第２号「平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定について」を採決いたします。 

本案は認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（高山吉右君） 

起立全員です。よって、本案は認定することに決しました。 

 

 

◎条例議案の上程 

○ 議長（高山吉右君） 

次に、日程第８、議案第１８号「群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制

度臨時特例基金条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（岩佐信一君） 

ただいま上程となりました、議案第１８号「群馬県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例について」提案理由の御説明を

申し上げます。 

議案書１０７ページ及び別冊説明資料１ページをあわせて御覧をいただきたいと

思います。 

この条例の一部改正につきましては、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、

国から交付される平成２１年度高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により、基金

を造成し、所得の低い方に対する更なる保険料の負担軽減策を実施できるようにする

ためのものでございます。主な内容といたしましては、条例の第６条に、この基金を
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処分できる事項として、平成２１年度における特別対策として実施しております、所

得の低い方に係る均等割額の７割軽減を８.５割軽減に拡大して実施する上乗せ１.５

割分の財源に充てる場合を規定するものでございます。以上、御説明を申し上げまし

たが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、質疑を終わります。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、討論を終わります。 

これより、議案第１８号を採決いたします。 

本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（高山吉右君） 

起立全員です。よって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎補正予算議案の上程 

○ 議長（高山吉右君） 

次に、日程第９､議案第１９号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般

会計補正予算（第２号）」及び日程第１０、議案第２０号「平成２１年度群馬県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」の２件を一括して議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（松浦幸雄君） 

 ただいま一括上程となりました、議案第１９号「平成２１年度群馬県後期高齢者医

療広域連合一般会計補正予算（第２号）」及び議案第２０号「平成２１年度群馬県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」の２議案につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

お手元の議案書、１１１ページをお開きをいただきたいと思います。まず、議案第 
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１９号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）」で

ございますが、平成２１年度歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入予算の金額を第１表歳入予算補正のとおりといたしたいというもの

でございます。  

次に、１２１ページを御覧をいただきたいと思います。議案第２０号「平成２１年

度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」でござ

いますが、平成２１年度歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４３億２５２万１

千円を追加をし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，８９４億９，２１８万

１千円といたしたいというものでございます。詳細につきましては事務局から説明を

させますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○ 議長（高山吉右君） 

事務局長。 

○ 事務局長（岩佐信一君） 

まず、議案第１９号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算 （第２号）」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

お手元の議案書、１１２ページの第１表歳入予算補正を御覧ください。平成２１年

度歳入予算の１款「分担金及び負担金」を２,４０６万円減額し、６款「繰越金」に２,

４０６万円を追加したいというものでございまして、歳入歳出予算額の総額に異動は

ございません。また、歳入予算の補正のみで、歳出予算の補正はございません。 

それでは、歳入予算の補正内容につきまして、歳入補正予算事項別明細書により御

説明を申し上げます。 

１１６ページと１１７ページを御覧ください。１款「分担金及び負担金」でござい

ます。１項１目「市町村負担金」は、広域連合規約に定める共通経費を構成市町村に

御負担をいただくものでございますが、平成２０年度決算に伴う平成２０年度負担金

額の確定によりまして、負担金の精算を見込み、２,４０６万円の減額となるものでご

ざいます。６款「繰越金」は前年度繰越金でございまして、平成２０年度決算に伴い、

２,４０６万円を追加するものでございます。一般会計補正予算につきましては、以上

でございます。 

続きまして、議案第２０号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

お手元の議案書、１２２ページと１２３ページの第１表歳入歳出予算補正を御覧く

ださい。平成２１年度歳入歳出予算の総額１,８５１億８,９６６万円に、歳入歳出そ

れぞれ４３億２５２万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１,

８９４億９,２１８万１千円といたしたいというものでございます。 
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それでは、歳入歳出予算の補正内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書

により御説明を申し上げます。 

１２８ページと１２９ページを御覧ください。まず、歳入について御説明をいたし

ます。１款「市町村支出金」でございます。１項１目「事務費負担金」は、広域連合

規約に定める共通経費を構成市町村に御負担いただくものでございますが、平成２０

年度決算に伴います平成２０年度負担金額の確定によりまして、負担金の精算を見込

み、１億５,６７３万７千円の減額となるものでございます。３目「療養給付費負担金」

は療養の給付等に要する費用等の額の１２分の１を、市町村の一般会計において負担

するものでございますが、平成２０年度決算に伴う平成２０年度負担金額の確定によ

りまして、負担金の精算を見込み、７億２,５６６万８千円の減額となるものでござい

ます。 

続きまして、２款「国庫支出金」でございます。２項１目「調整交付金」は、高額

医療費特別支給金の支給に伴う財源として、国から交付されます特別調整交付金を見

込み、５９６万８千円を追加するものでございます。高額療養費の算定にあたりまし

ては、被保険者が７５歳になられた月においては、誕生日以後の後期高齢者医療制度

と誕生日前の医療保険制度の２つの制度のそれぞれで、１ヶ月あたりの自己負担限度

額まで被保険者が医療費を負担することにより、他の月に比べて負担が増加する場合

がございました。そこで、平成２１年１月以降につきましては、７５歳になられた方

については、誕生月におけるそれぞれの自己負担限度額を半分にする高額療養費の算

定の特例が設けられまして、誕生月における負担が、他の月よりも増加することがな

くなるよう措置を講じているところでございます。一方、これまで、平成２０年４月

２日から１２月３１日までの間に７５歳になられた方については、この高額療養費の

算定の特例の対象外でございましたが、今般、遡って同様の取扱いとすることとされ

まして、高額療養費特別支給金を支給して、負担を軽減しようとするものでございま

す。この高額療養費特別支給金の支給額及び支給に係る周知チラシの作成及び申請書

等の郵送料などの事務経費につきましては、特別調整交付金で全額措置されるもので

ございます。 

続きまして、８款「繰越金」は、前年度繰越金でございまして、平成２０年度決算

に伴いまして、５１億７,８９５万８千円を追加するものでございます。歳入につきま

しては、以上でございます。 

１３０ページと１３１ページを御覧ください。歳出につきまして、御説明申し上げ

ます。まず、１款１項１目「一般管理費」でございますが、高額療養費特別支給金の

お知らせチラシの作成及び封入封緘に係る委託料、郵送料等の経費、２３６万８千円

を追加するものでございます。  
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続きまして、８款「諸支出金」でございます。１項２目「償還金」は、平成２０年

度の医療給付費の確定に伴い、国庫支出金及び県負担金の精算に伴う返還金を見込み、

４２億１,６２６万５千円を追加するものでございます。４目「高額療養費特別支給金」

は、歳入でも御説明申し上げましたが、平成２０年４月２日から１２月３１日までの

間に、７５歳になられた方について、誕生月における医療費と、通常の月の半額とし

た自己負担限度額との差額について、高額療養費特別支給金を支給しまして、医療費

の負担を軽減するというものでございます。それによりまして、３６０万円を追加す

るというものでございます。 

続きまして、９款「予備費」でございますが、平成２０年度決算に伴う、歳入８款

「繰越金」の受け入れに伴う歳入歳出額の調整のために、８,０２８万８千円を追加す

るものでございます。 

このほか、歳出２款「保険給付費」におきましては、歳入が市町村負担金から繰越

金に置き換えられることに伴う財源更正を行うものでございます。以上、御説明を申

し上げましたが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので、質疑を終わります。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

ないようですので討論を終わります。 

これより、採決を行います。 

はじめに、議案第１９号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第２号）」を採決いたします。 

本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（高山吉右君） 

起立全員です。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２０号「平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）」を採決いたします。 

本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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（全員起立） 

○ 議長（高山吉右君） 

起立全員です。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎休     憩 

○ 議長（高山吉右君） 

暫時休憩いたします。 

午後２時１３分休憩 

 

 

◎再     開 

午後２時２０分再開 

○ 議長（高山吉右君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

◎日 程 の 追 加 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま副議長の石川眞男議員から、副議長の辞職願が提出されました。 

 お諮りいたします。この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすること

に決まりました。 

 

 

◎副議長辞職の件 

○ 議長（高山吉右君） 

副議長辞職の件を議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により石川議員の退席を求めます。 

〔副議長 石川眞男君退席〕 

○ 議長（高山吉右君） 
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議会書記より辞職願を朗読いたさせます。 

○ 議会書記（吉沢貴君） 

辞 職 願 

このたび都合により、群馬県後期高齢者医療広域連合議会副議長を辞職したいので、

許可されますよう願い出ます。 

平成２１年８月２６日 

群馬県後期高齢者医療広域連合議会 

議長 高 山 吉 右 様 

群馬県後期高齢者医療広域連合議会 

副議長 石 川 眞 男 

以上でございます。 

○ 議長（高山吉右君） 

お諮りいたします。石川眞男議員の副議長辞職を許可することに御異議ありません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、石川眞男議員の副議長辞職を許可することに決ま

りました。 

 石川議員の入場を求めます。 

〔１５番 石川眞男君入場〕 

○ 議長（高山吉右君） 

この際、石川眞男議員からごあいさつがあります。 

○ １５番（石川眞男君） 

 皆さん、どうもいろいろお世話になりました。都合により、副議長を辞職させてい

ただきました。長い間ですけれどもいろいろお世話になりました。ありがとうござい

ました。 

 

 

◎日 程 の 追 加 

○ 議長（高山吉右君） 

ただいま副議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに

決まりました。 

 

 

◎副 議 長 の 選 挙 

○ 議長（高山吉右君） 

これより副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法の規定に基づき、指名

推選により行いたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決まりました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたした

いと思います。 

これに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決まりました。 

副議長に山田光次議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま指名いたしました山田光次議員を副議長の当選人と定

めることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 議長（高山吉右君） 

御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました山田光次議員が副議長

に当選されました。 

ただいま当選されました山田光次議員が議場におりますので、群馬県後期高齢者医

療広域連合議会会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

山田議員の副議長当選承諾のごあいさつをお願いいたします。山田議員。 

○ １７番（山田光次君） 

ただいま副議長に推挙いただきました山田光次でございます。身に余る光栄ととも

に責任の重大さを感じておる次第でございます。高山議長の補佐役といたしまして、

議会の円滑な運営に努力する所存でございます。皆様の暖かい御支援と御鞭撻をよろ
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しくお願い申し上げまして、副議長就任にあたりましてのごあいさつとさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 議長（高山吉右君） 

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 

 

◎閉 会 

○ 議長（高山吉右君） 

 これをもちまして、平成２１年群馬県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会を

閉会いたします。 

午後２時２５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   平成２１年８月２６日 

 

    群馬県後期高齢者医療広域連合議会 

 

                 議  長  高 山 吉 右 

 

                 議  員  中 島 資 浩 

  

                議  員  井 下 雅 子 
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議案等審議結果一覧表  

【会期 平成２１年８月２６日（水） １日間】  

事件番号  件    名  審議結果  

報 告  

第１号  

平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について  
報  告  

承 認  

第５号  

平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）の専決処分について  
承  認  

認 定  

第１号  

平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定について  
認  定  

認 定  

第２号  

平成２０年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について  
認  定  

議 案  

第 18号  

群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時

特例基金条例の一部を改正する条例について  
原案可決  

議 案  

第 19号  

平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第２号）  
原案可決  

議 案  

第 20号  

平成２１年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）  
原案可決  
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